
議案第１５９号 

 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)新旧対照表(第1条

による改正関係) 

現行 改正案 

(期末手当) (期末手当) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

162.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

167.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

3・4 （略） 3・4 （略） 
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宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)新旧対照表(第2条

による改正関係) 

※この新旧対照表については、第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例(昭和31年条例第13号)を現行として作成しています。 

現行 改正案 

(期末手当) (期末手当) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

167.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

165  を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

3・4 （略） 3・4 （略） 
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議案第１６０号 

 宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第21号)新旧対照表(第1条による改正関

係) 

現行 改正案 

(手当) (手当) 

第3条 （略） 第3条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

162.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

167.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

4 （略） 4 （略） 
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宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第21号)新旧対照表(第2条による改正関

係) 

※この新旧対照表については、第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条

例(昭和29年条例第21号)を現行として作成しています。 

現行 改正案 

(手当) (手当) 

第3条 （略） 第3条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

167.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

165  を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

4 （略） 4 （略） 
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議案第１６１号 

 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)新旧対照表(第1条による改正関

係) 

現行 改正案 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第20条 （略） 第20条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長の定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区

分ごとの総額は、当該各号に定める額を超え

てはならない。 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長の定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区

分ごとの総額は、当該各号に定める額を超え

てはならない。 

(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外の

職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分

の95 を乗じて得た額の総額 

(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外の

職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分

の105を乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当該

再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45

を乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当該

再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50

を乗じて得た額の総額 

4・5 （略） 4・5 （略） 

別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係) 

 (略)  (略) 

別表第3(第6条関係) 別表第3(第6条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 
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【別記】 

(現行) 

 行政職給料表昇格時号給対応表 

 (その1) (略) 

 消防職給料表昇格時号給対応表 

 (その2) (略) 

 医療職給料表(一)昇格時号給対応表 

(その3) (略) 

 医療職給料表(二)昇格時号給対応表 

(その4) 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 6級 

74 66 46 54 58 58 

75 67 47 55 59 59 

76 68 48 56 60 60 

77 69 49 57 61 61 

78 69 50 58 62  

79 70 51 59 63  

80 70 52 60 64  

81 71 53 61 65  

82 71 54 62 66  

83 72 55 63 67  

 

(改正案) 

 行政職給料表昇格時号給対応表 

 (その1) (略) 

 消防職給料表昇格時号給対応表 

 (その2) (略) 

 医療職給料表(一)昇格時号給対応表 

(その3) (略) 

 医療職給料表(二)昇格時号給対応表 

(その4) 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 6級 

74 65 46 54 58 58 

75 66 47 55 59 59 

76 66 48 56 60 60 
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77 67 49 57 61 61 

78 67 50 58 62  

79 68 51 59 63  

80 68 52 60 64  

81 69 53 61 65  

82 70 54 62 66  

83 71 55 63 67  
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宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)新旧対照表(第2条による改正関

係) 

※この新旧対照表については、第1条及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例(令和4年条例第〇号)第7条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給

与に関する条例(昭和32年条例第12号)を現行として作成しています。 

現行 改正案 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第20条 （略） 第20条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長の定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区

分ごとの総額は、当該各号に定める額を超え

てはならない。 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長の定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区

分ごとの総額は、当該各号に定める額を超え

てはならない。 

(1) 前2項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に100分の105を乗じて得た額

の総額 

(1) 前2項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に100分の100を乗じて得た額

の総額 

(2) 前2項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に100分の50  を

乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を

乗じて得た額の総額 

4・5 （略） 4・5 （略） 

別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係) 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

別表第3(第6条関係) 別表第3(第6条関係) 

【別記2 参照】 【別記2 参照】 

備考 (略) 備考 (略) 

別表第5(第26条関係) 別表第5(第26条関係) 

月額報酬表 月額報酬表 

【別記3 参照】 【別記3 参照】 

備考 (略) 備考 (略) 

別表第7(第27条関係) 別表第7(第27条関係) 

日額報酬表 日額報酬表 

【別記4 参照】 【別記4 参照】 

備考 (略) 備考 (略) 
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【別記1】 

(現行) 

 行政職給料表 

 (その1) 

職 員 の

区分 

職務の級

 

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

 

 
 

 

66  289,000 341,800 360,900 408,400 463,800 482,900

67  290,700 343,200 362,000 409,000 464,700 483,900

68  292,400 344,500 363,100 409,600 465,500 484,800

69  294,100 345,800 364,100 410,200 466,300 485,700

70  295,900 347,200 365,000 410,900 467,200

71  297,700 348,500 365,900 411,600 468,000

72  299,400 349,800 366,800 412,200 468,800

73  301,100 351,100 367,600 412,800 469,600

74  302,700 352,200 368,400 413,500 470,400

75  304,300 353,300 369,200 414,100 471,200

 

  

 備考 (略) 

消防職給料表 

(その2) (略) 

医療職給料表(一) 

(その3) (略) 

医療職給料表(二) 

(その4) (略) 

 

(改正案) 

行政職給料表 

(その1) 

職 員 の

区分 

職務の級

 

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

 

  
66 256,300 289,000 341,800 360,900 408,400 463,800 482,900

 
67 257,100 290,700 343,200 362,000 409,000 464,700 483,900

 
68 257,800 292,400 344,500 363,100 409,600 465,500 484,800
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69 258,500 294,100 345,800 364,100 410,200 466,300 485,700

 
70 259,200 295,900 347,200 365,000 410,900 467,200

 
71 259,900 297,700 348,500 365,900 411,600 468,000

 
72 260,500 299,400 349,800 366,800 412,200 468,800

 
73 261,100 301,100 351,100 367,600 412,800 469,600

 
74 261,600 302,700 352,200 368,400 413,500 470,400

 
75 262,100 304,300 353,300 369,200 414,100 471,200

 

  

  備考 (略) 

消防職給料表 

(その2) (略) 

医療職給料表(一) 

(その3) (略) 

医療職給料表(二) 

(その4) (略) 

 

【別記2】 

(現行) 

行政職給料表昇格時号給対応表 

(その1) 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 6級 7級 

66  36 66 34 37 62 

67  37 67 35 38 63 

68  38 68 36 38 64 

69  39 69 37 39 65 

70  40 70 37 39 66 

71  41 71 38 40 67 

72  42 72 38 40 68 

73  43 73 39 41 69 

74  44 74 39 41 69 

75  45 75 40 41 69 

消防職給料表昇格時号給対応表 

(その2) (略) 

 医療職給料表(一)昇格時号給対応表 

(その3) (略) 
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 医療職給料表(二)昇格時号給対応表 

(その4) (略) 

 

(改正案) 

行政職給料表昇格時号給対応表 

(その1) 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

2級 3級 4級 5級 6級 7級 

66 58 36 66 34 37 62 

67 59 37 67 35 38 63 

68 60 38 68 36 38 64 

69 61 39 69 37 39 65 

70 61 40 70 37 39 66 

71 62 41 71 38 40 67 

72 62 42 72 38 40 68 

73 63 43 73 39 41 69 

74 63 44 74 39 41 69 

75 64 45 75 40 41 69 

 消防職給料表昇格時号給対応表 

(その2) (略) 

 医療職給料表(一)昇格時号給対応表 

(その3) (略) 

 医療職給料表(二)昇格時号給対応表 

(その4) (略) 

 

【別記3】 

(現行) 

職務の級 1級 2級 

号給 報酬月額 報酬月額 

1 122,200 167,800

2 123,300 169,100

3 124,400 170,400

4 125,800 171,600

5 127,100 172,800

6 128,400 174,100

7 129,500 175,400
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8 130,900 176,600

9 132,200 177,800

10 133,500 179,100

11 134,800 180,400

12 136,200 181,700

13 137,700 183,000

14 139,000 184,300

15 140,300 185,600

16 141,800 186,900

17 143,400 188,200

18 144,800 189,400

19 146,200 190,700

20 147,700 192,000

21 149,200 193,300

22 150,600 194,600

23 152,000 195,900

24 154,200 197,300

25 156,200 198,600

26 158,200 199,800

27 160,200 201,300

28 161,500 202,700

29 162,800 204,200

30 164,100 205,500

31 165,400 207,000

32 166,600 208,400

33 167,900 209,800

34 169,200 211,300

35 170,500 212,900

36 171,800 214,400

37 173,000 215,900

38 174,300 217,400

39 175,600 219,000

40 176,900 220,600

41 178,200 222,200
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42 179,400 223,800

43 180,700 225,400

44 182,000 227,000

45 183,300 228,600

46 184,600 230,200

47 185,800 231,800

48 187,000 233,400

49 188,300 234,900

50 189,500 236,400

51 190,700 237,900

52 192,000 239,400

53 193,300 240,800

54 194,500 242,200

55 195,700 243,600

 

(改正案) 

職務の級 1級 2級 

号給 報酬月額 報酬月額 

1 125,400 170,200

2 126,500 171,500

3 127,600 172,800

4 129,000 174,000

5 130,300 175,200

6 131,500 176,500

7 132,600 177,800

8 133,900 179,000

9 135,200 180,100

10 136,500 181,400

11 137,600 182,600

12 139,000 183,800

13 140,300 185,000

14 141,600 186,200

15 142,800 187,500
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16 144,300 188,800

17 145,800 190,000

18 147,200 191,200

19 148,600 192,500

20 150,100 193,700

21 151,600 194,900

22 153,000 196,100

23 154,400 197,400

24 156,600 198,600

25 158,600 199,800

26 160,600 201,000

27 162,600 202,300

28 163,900 203,700

29 165,200 205,000

30 166,500 206,400

31 167,800 207,800

32 169,000 209,300

33 170,300 210,700

34 171,600 212,200

35 172,800 213,800

36 174,100 215,300

37 175,300 216,700

38 176,500 218,200

39 177,600 219,800

40 178,900 221,400

41 180,200 223,000

42 181,400 224,500

43 182,600 226,100

44 183,800 227,700

45 185,000 229,100

46 186,200 230,600

47 187,400 232,100

48 188,600 233,500

49 189,700 235,000
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50 190,800 236,400

51 191,900 237,900

52 193,100 239,400

53 194,300 240,800

54 195,400 242,200

55 196,500 243,600

 

【別記4】 

(現行) 

職種区分 報酬日額 

事務員及び司書補助 6,790円

運動指導員 7,010円

保育補助員及び介助員 7,220円

手話通訳者 7,970円

幼稚園教諭、保育士、養護教諭、訪問指導補助員、

放課後児童支援員及び司書 

7,970円

栄養士 7,220円

管理栄養士及び介護福祉士 7,970円

准看護師 8,780円

看護師、歯科衛生士、言語聴覚士、作業療法士、

理学療養士及び臨床心理士 

9,320円

保健師 9,750円

看護専任教員補助 11,810円

看護専任教員 12,540円

軽作業員 6,790円

調理補助員 6,860円

調理員 7,010円

重作業員 7,220円

運転手 7,760円

清掃車両運転手 8,350円

 

(改正案) 

職種区分 報酬日額 
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事務員及び司書補助 6,930円

運動指導員 7,030円

保育補助員及び介助員 7,240円

手話通訳者 7,990円

幼稚園教諭、保育士、養護教諭、訪問指導補助員、

放課後児童支援員及び司書 

7,990円

栄養士 7,240円

管理栄養士及び介護福祉士 7,990円

准看護師 8,800円

看護師、歯科衛生士、言語聴覚士、作業療法士、

理学療養士及び臨床心理士 

9,340円

保健師 9,770円

看護専任教員補助 11,840円

看護専任教員 12,570円

軽作業員 6,930円

調理補助員 6,930円

調理員 7,030円

重作業員 7,240円

運転手 7,780円

清掃車両運転手 8,370円
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